
第
三
節

寺
社
領
と
大
名
領
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寺
社

の
支
配

徳
川
政
権

の
寺
社
政
策
は
豊
臣
政
権
に
な
ら
い
、
寺
社
の
活
動
を
宗
教
的

・
文
化
的
な
も
の
に
限
定
す
る
と
と
も

に
、
政
治
的
な
か
か
わ
り
を

一
切
認
め
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
寺
社
の
宗
教
的

・
文
化
的
活
動
を
保
障

す

る
た
め
に
、

一
定

の
所
領

(朱
印
領
)
を
与
え
て
経
済
的
基
盤
を
安
定
さ
せ
た
。

こ
の
と
き
寺
院
に
対
し
て
土
地
と
石
高
を
明
示
し

て
与
え
た
証
書
を
朱
印
状
と
い
う
が
、

そ

の
文
面

の
末
尾
に

「
可
レ抽
二天
下
祈
祷
精
誠
一」
と
あ
る
よ
う
に
、

所
領
と
引
替
え
に
将
軍

家
安
泰

の
た
め
の
祈
祷
を
さ
せ
た
も

の
で
あ

っ
て
、
決
し
て
中
世
的
な
領
主
権
の
復
活
を
認
め
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

徳
川
政
権
に
よ
る
寺
社

へ
の
朱
印
状
の
交
付
は
、

関
ケ
原

の
戦
い
直
後
の
慶
長
六
年

(宍
9
)
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、

大
和

の
場

合

は
慶
長
七
年

(
一六2
)
八
月
六
日
付
け
で
、
興
福
寺

・
東
大
寺
を
は
じ
め
と
し
た
諸
寺
社
に
交
付
さ
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
れ
と
は
別
に
、

寛
永
十

一
年

(
ごハ三四)
に
将
軍
家
光
が
上
洛
し
だ
際
に
奈
良
町
の
地
子
が
免
除
さ
れ
た
と
き
、

新
た
に
朱
印
領
が
与

え
ら
れ
た
寺
院
も
あ
り
、
こ
れ
を
ま
と
め
る
と
、
い
ま
の
奈
良
市
域
の
寺
社
に
与
え
ら
れ
た
朱
印
領
は
表
9
の
と
お
り
に
な
る
。

こ
の
う
ち
、
も

っ
と
も
大
き
い
興
福
寺

の
所
領
は
、

一
乗
院

・
大
乗
院
の
両
門
跡
領
や
諸
院

・
諸
坊
領
か
ら
春

日
神
社
領
ま
で
を
含

み
、
そ

の
地
域
は
後
に
そ

の
一
部
が
奈
良
町
に
組
み
込
ま
れ
る
三
条

・
木
辻

・
紀
寺

・
高
畑

の
四
村
を
中
心
に
し
て
、
奈
良
町
南
郊

の

白
毫
寺

・
大
安
寺
村
か
ら
、
横
田

・
若
槻
村
な
ど
現
在
の
大
和
郡
山
市
東
辺
部

一
帯
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。

東
大
寺

の
場
合
は
添
上
郡
櫟
本
村

(嬲
か
天
)
に
所
領

の
大
部
鋤
が
あ

っ
た
が
、
ほ
か
に
い
ま
の
奈
良
市
域
の
野
田
村
に

一
五

一
石
が

寺

社

の

朱

印

地



第一章 奈良町の成立

あ

っ
た
。

こ
の
ほ
か
奈
良
町
の
中
小
寺
社

の
所
領
は

法
華
寺

・
法
蓮

・
川
上

・
野
田

・
肘
塚
の
諸
村
な
ど

に
細
か
く
分
散
さ
れ
て
与
え
ら
れ
た
。

こ
の
う
ち
小

所
領
を
法
華
寺

・
法
蓮

・
肘
塚
の
三
村
に
与
え
ら
れ

た
寺
は
十
三
か
寺
と
し
て

一
括
さ
れ
、
互
い
に
密
接

な
連
絡
を
と
り
あ

っ
て
い
た
。

こ
う
し
て
近
世
奈
良

町
周
辺
に
複
雑
極
ま
り
な
い
支
配
関
係
を
も
た
ら
し

た

の
で
あ
る
。

(巻
末
付
表
5
参
照
)

徳
川
政
権
は
関
ケ
原

の
戦
い
直

後

の
慶
長
六
年

(宍
0
1)
、

高

野

山
に
対
し
て

コ
咼
野
山
寺
中
法
度
条

々
L
を
制
定

し
て
以
来
、
寺
社
支
配

の
た
め
に
、
各
宗
派
や
寺
社

毎
に
そ
れ
ぞ
れ
法
度
を
定
め
て
い

っ
た
。
大
和
で
は

慶

長
七
年

(一六Ω
一)
に
定
め
ら
れ
た

「
長
谷
寺
法
度
」

寺

院

支

配

の

仕

組

み

表9現 奈良市域寺社朱印高

寺 社 名1朱 印高i【 寺 社 名[朱 印高

石 斗

100.0

100.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

20.0

20.0

20.0

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 寺

寺

寺

寺

寺

寺

院

寺

寺

院

寺

寺

寺

院

寺

寺

篠

香

退

興

毫

證

輪

徳

若

智

名

養

光

空

覚

城

秋

伝

不

元

白

円

十

崇

般

福

称

安

喜

不

正

鏈

石 斗

27,834.5

2,211.4

300.0

300.0

300.0

300.0

235.0

220.0

200.0

200.0

200.0

100.0

ユ00.0

100.0

ユ00.0

100.0

100.0

　

　

　

 社

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

院

寺

寺

寺

院

寺

院

寺

ロ春

提

王

師

・
大

師

大

暦

成

華

照

福

徳

間

言

楽

山

寺

招

龍

薬

福興

東

唐

薬

西

正

円

法

円

興

法

眉

海

真

新

極

霊

が
最
初
の
も
σ
で
あ
る
が
、
慶
長
十
七
年

(宍
三
)
九
月
に
は
興
福
寺
に
対
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
法
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

興
福
寺
法
度

一

坊
舎
并
寺
領
為
レ私
不
レ可
二売
買
一事

一

号
二旧
檀
那
一従
二俗
方
一寺
之
裁
判
不
レ可
レ有
事

※はいわゆる13か寺、このうち極楽院は今の元興寺(極 楽坊)、

円証寺は生駒市に移っている、眉間寺は廃寺となった
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附
児
并
新
発
意
は
慥
成
後
見
可
レ有
之
事

一

衆
徒
如
二前
々
有
来
一可
レ順
二寺
務
之
命
一事

右
堅
可
レ相
二守
此
旨
一者
也

慶
長
十
七
壬
子
年
九
月
廿
七
日

権
現
様
御
判

当
寺
寺
務

一
乗
院
殿

(
『
徳
川
禁
令
考
』
)

こ
の
法
度
は
右

の
条
文

の
よ
う
に
、
中
世
以
来
の
興
福
寺
寺
内

の
旧
慣

は
尊
重
し
な
が
ら
も
、
寺
領

の
売
買
を
禁
じ
、
ま
た
外
部
か

ら
の
興
福
寺

へ
の
関
与
を
否
定
す
る
な
ど
、
徳
川
政
権
の
支
配
体
制
に
組
み
込
む
こ
と
を
ね
ら

っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
寛
永
十
年

(宍
hlbl)
以
来
、
寺
院

の
本
末
関
係

の
整
備
が
進
め
ら
れ
た
。

す
な
わ
ち
諸
寺
に
末
寺
帳
を
提
出
さ
せ
、

こ
れ
を

も
と
に
し
て
、
本
山
-
本
寺
i
中
本
寺
ー
直
末
寺
ー
孫
末
寺
と
い
う
寺
院
の
系
列
化
が
で
き
、

こ
れ
に
よ
っ
て
幕
府

の
意
向
を
下
達
さ

せ
る
の
が
容
易
と
な

っ
た
。

そ
れ
と
と
も
に
宗
派

・
教
団
の
結
成
も
行
な
わ
れ
た
。

そ
し
て
、
寛
文
五
年

(一粢
五
)
七
月
に
な

っ
て
、

全
国
の
寺
院

・
僧
侶
に
対
し
て
、
本
末
関
係
や
僧
侶
の
日
常
生
活

・
寺
院
の
修
復

の
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
細
か
く
定
め
た
つ
ぎ

の
よ
う

な

「諸
宗
寺
院
法
度
」
を
発
布
し
た
の
で
あ
る
。

諸
宗
寺
院
法
度

定

一

諸
宗

法
式

不
レ
可
二
相
乱
一、
若

不
行
儀
之
輩
於
レ
有
レ
之
者
急
度

可
レ
及
二
沙
汰

一事

一

不
レ存
二
一
宗
法
式

一之
僧
侶
不
レ
可
レ
為
二寺
院
住
持

一

附
立
二新
義

一不
レ
可
レ説

二奇
怪
之
法

一事

一

本
末
之
規
式
不
レ
可
レ乱
レ
之
、
縦
雖
レ
為
二本
寺

一対
二
末
寺

一
不
レ
可
レ
有
二
理
不
尽
之
沙
汰

一事

一

檀
越
之
輩
雖
レ
為
二
何
寺

一可
レ
任
二
其
心
得

一、
僧
侶
方
不
レ
可
ゴ相
争

一事

一

結
二徒
党

一企
二
闘
諍

一不
似
合
事
業
不
レ
可
レ仕
事
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一

背
二国
法
一輩
到
来
之
節
於
レ有
ゴ其
届
一者
無
二異
議
一可
レ返
レ之
事

一

寺
院
仏
閣
修
復
之
時
不
レ可
レ及
二美
麗
一事

附
仏
閣
無
二懈
怠
一掃
除
可
二申
付
一事

一

寺
領

一
切
不
レ可
レ売
一一買
之
一、
並
不
レ可
レ
入
二質
物
一事

一

無
一宙
緒
一者
雖
レ有
二弟
子
之
望
一猥
不
レ可
レ令
二出
家
一、
若
無
レ拠
子
細
於
レ有
レ之
者
、
其
所
之
領
主
代
官
江
相
断
可
レ任
二其
意
一事

右
条
々
諸
宗
共
可
二堅
守
7之
、
此
外
先
判
之
条
数
弥
不
レ可
レ相
二背
之
噛若
於
ご違
犯
一者
随
二科
之
軽
重
一可
レ沙
二汰
之
門猶
載
二
下
知
状
一者
也

寛
文
五
年
七
月
十
一
日

(
『徳
川
禁
令
考
』
)

す
な
わ
ち
こ
の
年
に
至

っ
て
、
よ
う
や
く
総
括
的
な
法
度
が
定
め
ら
れ
、
法
制
面
で
寺
院
に
対
す
る
統
制
策
が
整

っ
た
。

幕
府
は
、
寛
永
十
四
年

(
一六三七)
に
起

こ
っ
た
島
原

の
乱

の
直
前
に
、

キ
リ
シ
タ
ン
で
な
い
こ
と
の
証
明
と
し
て
、

特
定
の
寺
の
信

徒
で
あ
る
こ
と
を
示
す

「
寺
請
け
証
文
」
を
作
ら
せ
、
五
年
後
に
は
キ
リ
シ
タ
ン
か
否
か
を
調
べ
る

「宗
門
改
役
」
を
置
き
、
寛
文
の

こ
ろ

(ごハ六〇ご
ろ
)
に
ば
誰
が
ど

の
寺

の
宗
旨
か
を
記
す

「
宗
門
人
別
帳
」
の
制
度
を

定
め
、

毎
年
こ
れ
を
調
査
報
告
さ
せ
た
。

こ
う

し
て
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制

の
厳
重
化
と
平
行
し
て
寺
檀
制
度
は
地
域
差
は
あ
る
が
徐

々
に
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
キ
リ
シ
タ

ン
の
禁
止
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
、
こ
の
制
度
が
整
え
ら
れ
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
の
裏
に
は
、
幕
府
が
檀
家

を
も

つ
寺
院
を
通
し

て
民
衆
を
支
配
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
う
か
が
わ
れ
る
。
す
で
に
中
世
末
期
に
は
、

一
向

一
揆

の
よ
う
に
民
衆
が
各
地
域
の
寺
院
、
と

く
に
室
町
期
以
来
急
に
勢
力
を
得
て
き
た
浄
土
教
系
の
寺
院
や
道
場
と
の
間
に
信
仰
に
よ
る
結
び

つ
き
を
密
に
し
て
き
て
い
た
か
ら
、

江
戸
幕
府
は
こ
れ
を
制
度
化
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
幕
府

の
意
向
を
む
か
え
て
、
寺
側
と
し
て
は
集
会
所
的
な
道
場
程
度
の
も
の
を
寺
な
み
に
格
上
げ
し
た
り
、
檀
郷
寺
と
し
て
の

形
態

の
整
備
に
つ
と
め
た
り
し
た
。
ま
た
葬
儀
の
ほ
か
に
戒
名
を
つ
け
た
り
、
故
人
の
た
め
の
法
要
を
し
た
り
す

る
ほ
か
、
檀
家
の
娘

が
結
婚
す
る
と
き
は
先
方

の
寺

へ
そ

の
戸
籍
を
送
る
よ
う
な
戸
籍
事
務
を
も
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
当
時

の
社
会
が
厳
し
い
身
分
制
社

会
で
あ

っ
た
た
め
に
、
檀
那
寺

の
仕
事

の
中
に
は
、
そ
の
反
映
と
し
て
身
分
に
よ
る
差
別
も
み
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、
朱
印
地
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を
与
え
ら
れ
な
い
で
、
民
衆
の
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
多
く
の
寺
院
も
、
ま
た
幕
藩
制
権
力
機
構

の
網

の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
の
で

あ
る
。

神
社
の
場
合
は
寺
院
に
く
ら
べ
て
封
建
権
力
に
よ
る
掌
握
は
遅
れ
た
。
そ
れ
は
、
先
に
も
述

べ
た
よ
う
に
、
中
世

神

社

の

支

配

の
寺
院
が
武
装

し
て
封
建
権
力
と
激
し
く
対
立
し
た
の
に
X

-̂,
J-
、
神
社
に
は
そ
う
し
た
動
き
が
ほ
と
ん
ど
見
ら

れ
な
か

っ
た
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
危
険
視
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
幕
藩
体
制
が
次
第
に
整
備
さ
れ
て
い
く
と
、
神
社

も
そ
の
支
配
体
制

の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
寺
院

の
場
合
と
同
じ
く
寛
文
五
年
に
な

っ
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な

「
諸
社
神
主

祢
宜
法
度
」
が
定
め
ら
れ
た
。

諸
社
御
定
書

定

一

諸
社
之
祢
宜
神
主
等
専
学
二神
祇
道
噛所
二其
崇
敬
一之
神
体
弥
可
二存
知
一之
、有
来
神
事
祭
礼
可
レ勤
之
、向
後
於
二怠
慢
者
一可
レ取
二放
神
職
一事

一

社
家
位
階
従
二前
々
一以
二伝
奏
一遂
二昇
進
一輩
者
弥
可
レ為
二其
通
一事

一

無
位
之
社
へ
可
着
白
張
其
外
装
束
を
以
二吉
田
之
許
状
一可
レ着
之
事

一

神
領

一
切
不
レ可
二売
買
二
畢

付
不
レ可
レ入
二于
質
物
一事

一

神
社
小
破
之
時
其
相
応
常
々
可
レ
加
二修
理
一事

付
神
社
無
二懈
怠
一掃
除
可
二申
付
一事

右
条
々
可
二堅
守
一之
、若
違
犯
之
輩
於
レ有
レ之
者
随
二科
之
軽
重
一可
二沙
汰
一者
也

寛
文
五
年
七
月
十

一
日

(
『徳
川
禁
令
考
』
)

こ
の
法
度
の
制
定
を
き

っ
か
け
に
し
て
、
全
国
の
神
社

.
神
主
は
、
神
位
や
神
主

の
装
束
授
与
な
ど
を
通
じ
て
京
都

の
吉
田
神
道
家

の
も
と
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ま
で
独
自
に
村
落
神
職
層

の
門
人
化
を
進
め
て
い
た
吉
田
神
道
家
の
教
化
が
公
認

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
将
軍
権
力
に
よ
る
神
社

・
神
職
層
が
掌
握
さ
れ
る
体
制
が
で
き
あ
が

っ
た
と
い
え
る
。
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大
名
領

の
村

々

第一章 奈良町の成立

大
和

・
山
城
の
内
に

一
万
石
を
領
し
、
奈
良
郊
外
の
東
山
中
柳
生
の
地
に
陣
屋
を
構
え
、
大
和
は
え
ぬ
き
唯

一
の

大
名
家
と
し
て
明
治
維
新
を
迎
え
た
柳
生

(楊
生
)
氏
は
、
長
暦
二
年

(
一〇三八)
に
関
白
藤
原
頼
通
か
ら
春
日
社
に

寄
進
さ
れ
た
神
戸
四
ヶ
郷

(添
上
郡
東
部
山
中
の
大
柳
生
・
小
柳
生

.
坂
原
.
邑
地
の
四
郷
)
の
う
ち
、

小
柳
生
郷
を
あ
ず
け
ら
れ
た
大
膳
永

家

に
は
じ
ま
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
(『玉
栄
拾
遺
』、
『寛

政
重
修
諸
家
譜
』
)
。
以
来
、
小
柳
生
庄
の
庄
官
と
し
て
つ
づ
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
南
北
朝
期

の
永
珍
の
こ
ろ
ま
で
は
そ
の
動
向
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
。
永
珍
は
、
弟
の
笠
置
寺
中
坊
源
専
と
と
も
に
後
醍
醐
天
皇
方
に
加
わ

っ

て
活
躍
し
た
人
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

い
え
よ
し

永
珍
以
後
の
柳
生
氏
の
動
向
も
ほ
と
ん
ど
伝
わ
ら
な
い
が
、
戦
国
期

に
あ
ら
わ
れ
た
美
作
守
家
厳

の
と
き
に
な

っ
て
、
よ
う
や
く
歴

史

の
表
面
に
姿
を
あ
ら
わ
し
て
く
る
。
家
厳
は
、
管
領
細
川
晴
元
の
家
臣
木
沢
長
政
に
属
し
て
各
地
に
転
戦
し
、
長
政
没
後

は
孤
立
す

柳
生
藩
の
成
立

と

領

内

支

配

柳生宗矩像(芳 徳禅寺蔵)

る
こ
と
に
な

っ
て
筒
井
順
昭
ら
の
攻
撃
を
受
け
、

天
文
十
三
年

(蓋

四
四
)
七

月

に
は

小
柳

生
城

を

失

う

こ
と

に

な

っ
た

(『羈

院
)
。

そ
の
後

は
筒
井
氏
に
臣
従
し
て
い
た
が
、
松
永
久
秀
の
大
和
侵
攻

後

は
そ
の
配
下
に
入
り
、
各
地
の
戦

い
に
功
名

を
あ
げ
て
い
る
(靉

愚
麗
家
)。

し
か
し
、

松
永
久
秀
が

天
正
五
年

(蓋
七七
)
十
月
に
織
田

信
長
に
よ

っ
て
攻
め
滅
ぼ
さ
れ
る
と
、
小
土
豪

と
し
て
戦
国
動
乱
期

の
悲
哀
を
な
め
つ
く
し
て
き
た
家
厳
は
、
本
貫
地
の
小
柳
生
の
地
に
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帰

っ
て
、
隠

栖

す

る

こ
と
に
な

っ

た
。
家
厳

は
、天
正
十
三
年

(
蓋
八五
)

小
柳
生
庄

で
、
八
九
歳

の
生
涯
を
終

え
た
。

家
厳
の

子

宗
厳

(石
舟
斎
)
は
、

柳
生
新
陰
流
の
創
始
者
と
し
て
高
名

で
あ
る
が
、

こ
の
時
期
は
父
と
と
も

に
小
柳
生
庄
に
隠
栖
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。

こ
の
間
筒
井
順
慶
、
豊
臣

秀
長
の
大
和

一
国
支
配
体
制
確
立
の

過
程
で
、
小
柳
生
庄
の
領
主
権
を
認

め
ら
れ
て
い
た
の
か
、
郷
士
と
し
て

の
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
た
の
か
、

あ
る
い
は
帰
農
し
て
い
た
の
か
、
世

に
伝
え
ら
れ
る
話
に
は
紛

飾

が

多

く
、
事
実
関
係
を
た
し
か
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
の
後
、
文
禄
三
年

(蓋
九四)
五
月
、

宗
厳
は
京
都
聚
楽

表10宗 矩知行高増加状況

実高合計

石 合

19ユ3.447

2913.447

5593.751

9593.741

10093.741

12093.741

実 高

石 合

1913.447

1000.000

2680.304

拝領高合計

 

容内

3999.990

500.000

2000.000

2000.000

3000.000

6000.000

10000.000

10500.000

12500.000

柳 生 村(1913.447)

下 総 常陸(1000.00)

下 総 常陸(1000.000)

添 上 郡三 か村(1150.440)

相 楽 郡五 か村(1529.864)

山辺 郡 八 か村(3999.990)

添 上 郡 坂 原村(500.000)

友 矩 遣 領 ・下 総 常 陸

(1377.611)

相 楽 郡 高尾 ・南 大 河 原

(622.389)

拝領高

石 合

2000.000

1000.000

3000.000

 

度年

4000.000

500.000

2000.000

慶 長5

慶 長6.9.ユ1

寛 永9.10.3

寛 永13.8.14

寛 永17.9.13

寛 永17

『寛政重修諸家譜』r徳 川実紀』r玉 栄拾遺』天理図書館 「柳生家

御領分村 明々細帳」芳徳禅寺 「御系譜」「袖隠抄」から作成

表11宗 矩遺領分知状況

高実けわ内

7893`,741
L

4000.000

200.000

(6363.877)
(1529.864)

芳徳寺領を除く大和領分
山城国相楽郡五か村

・ 鞭 縫 郡高尾'献 河原村((6223377:389)611)

(200.000)柳生下村

分 知 高

石 合

8300.000

4000.00

200.000

三 厳

虚 久
万く 、

芳徳禅寺

12093.74112500.000

『寛政重修諸家譜』r玉 栄拾遺』柳生芳徳禅寺 「袖隠抄」か ら作成
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紫
竹
村
で
徳
川
家
康
の
謁
見
を
受
け
、
柳
生
新
陰
流
の

秘
術
を
見
せ
、
二
〇
〇
石
の
知
行
を
与
え
ら
れ
た
β
宗

厳
が
家
康
家
臣
団
の

一
員
に
組
み
込
ま
れ
た
わ
け
で
あ

る
。宗

厳

の
子
但
馬
守
宗
矩
も
父
の
跡
を
つ
い
で
徳
川
家

に
仕
え
た
。
宗
矩
は
関
ケ
原
の
戦
い
に
功
績
が
あ
り
、

戦
後
、

慶
長
五
年

(ご
ハ○○)
に
よ
う
や
く

柳
生
の
旧
領

を
回
復

す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

天
正
五
年

(一五七七)

に
失

っ
て
以
来
の
本
貫
地

へ
の
復
帰
で
あ

っ
た
。
宗
矩

は
そ
の
後
も
幕
府
官
僚
と
し
て
順
調
に
栄

進

を

つ
づ

け
、
寛
永
九
年

(ニ
ハUhl)
に
は
総
目
付

(大
目
付
)
と
な

っ
て
三
〇
〇
〇
石
の
加
増
を
受
け
、同
十
三
年

(ニ
ハ三六)

に
は
さ
ら
に
四
〇
〇
〇
石
を
賜
わ
り
、

つ
い
に

一
万
石

の
大
名
に
ま
で
の
ぼ
り
つ
め
、

同
十
九
年

(ご
ハ四二)
に

は
、
柳
生
正
木
坂
の
地
に

二
二
七
四
坪
に
も
お
よ
ぶ
陣

屋
を
築
き
、
名
実
と
も
に
本
貫
地
柳
生

の
支
配
者
と
し

て
返
り
咲
い
た
の
で
あ

っ
た

(表
10
)
。

幕
府
体
制
確
立
期
の
混
乱
を
巧
み
に
乗
り
切
り
、
柳

表12柳 生藩主歴代表

考備在 職 年 度官 名名前代数

寛永1310000石 拝領

宗矩長男

宗矩三男

宗冬二男

宗在の兄宗春長男

桑名藩主松平定重十一男

真田信弘四男

松前邦広二男

柳沢保光六男

俊則長子

田沼意留子

武田信之子

俊順弟

～ 正 保3(1646)

正保3(1646)～ 慶 安3(1650)

慶 安3(1650)～ 延 宝3(1675)

延 宝3(1675)～ 元 禄2(1689)

元 禄2(1689)～ 享 保15(1730)

享保15(1730)～ 寛保2(1742)

寛 保2(1742)～ 宝 暦13(1763)

宝 暦13(1763)～ 文 化4(1807)

文 化4(1807)～ 文 政3(1820)

文 政3(1820)～ 嘉 永2(1849)

嘉 永2(1849)～ 嘉 永3(1850)

嘉 永3(1850)～ 文 久2(1862)

文 久2(1862)～

但馬守

飛騨守

対馬守

備前守

飛騨守

備前守

但馬守

但馬守

但馬守

飛騨守

但馬守

但馬守

宗矩

三厳

宗冬

宗在

俊方

俊平

俊峯

俊則

俊豊

俊章

俊能

俊順

俊益

初代

二代

三代

四代

五代

六代

七代

八代

九代

十代

十一代

十二代

十三代

『寛政重修諸家譜』柳生芳徳禅寺 「御系譜」などから作成
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生
の
旧
領
を
回
復
し
、

つ
い
に
大
名
と
な

っ
た
但
馬
守
宗
矩

は
、

正
保
三
年

(宍
四六)
三
月
二
十
六
日
、
江
戸
麻
布
藩
邸
で
七
六
歳
の

生
涯
を
終
え
た
。

遺
領

一
万
二
五
〇
〇
石
は
嫡
子
三
厳

(有
名
な
柳
生
十
兵
衛
)
に
八
三
〇
〇
石
、
四
男
宗
冬
に
四
〇
〇
〇
石
、
末
子
芳

徳
寺
烈
堂
に
二
〇
〇
石
が
、
そ
れ
ぞ
れ
分
知
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
分
知
領
の
内
訳
は
表
11
の
と
お
り
で
あ
る
。

宗
矩
遺
領
の
分
知
に
よ

っ
て
、
柳
生
氏
は
旗
本
に
も
ど

っ
た
。
そ
の
後
ふ
た
た
び
大
名
の
地
位
に
も
ど
る
ま
で
の
領
知
関
係
は
つ
ぎ

の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
、

父
の
跡
を
つ
い
で
近
世
柳
生
氏
の
二
代
目
当
主
に
な

っ
た
三
厳
が
、
慶
安
三
年

(一瓷
O)
三
月
、
所
領
の

山
城
国
相
楽
郡
北
大
河
原
村
に
お
い
て
四
四
歳

で
没
し
た

(『玉
栄
拾
遺
』)
。

三
厳

の
遺
領

は
そ

の
ま
ま
弟
宗
冬
が
相
続
す
る
こ
と
に
な

り
、
宗
冬
は
自
分
の
持

つ
四
〇
〇
〇
石
を
上
知
し
、
柳
生
氏
三
代
目
に
な

っ
た
。

そ
の
後
、

寛
文
八
年

(一六六八)
大
和
国
山
辺
郡
内
三

か
村
で

一
〇
七
七
石
六
斗

一
升

一
合
、
宗
冬
旧
領

の
山
城
国
相
楽
郡
高
尾
、
南
大
河
原
両
村
で
六
二
二
石
三
斗
八
升
九
合
、
合
わ
せ
て

一
七
〇
〇
石
が
加
増
さ
れ
、
領
知
高

一
万
石
と
な
り
、
ふ
た
た
び
大
名
の
地
位
を
回
復
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
実
際
は
、
三
厳
遺
領
の
検
地
帳
高
は
七
八
九
三
石
七
斗
四
升

一
合
で
あ
り
、
合
わ
せ
て
九
五
九
三
石
七
斗
四
升
一
合
に
過
ぎ
な
い

(表
10

・
11
参
照
)
。
不
足
分
の
四
〇
六
石
二
斗
五
升
九
合
(理
韃

煎
儡
罫
覗
塙
睦
咽
い○
駄
)
に
つ
い
て
は
山
城
国
相
楽
郡
内
七
か
村
で
畝
づ
め
を
行
な
い
、

帳

じ
り
を
合
わ

せ
て

い
る
。

宗
矩
以
後
の
柳
生
藩
の
歴
代
藩
主
は
表
12
の
と
お
り
で
、
六
代
俊
平
以
後
は
代

々
養
子
が

つ
づ
い
た
。

柳
生
氏
は
参
勤
交
代
を
免
除
さ
れ
、
江
戸

に
常
住
す
る
定
府
大
名
で
あ

っ
た
か
ら
、
国
元
の
武
士
の
数
は
少
な
く
、
そ
の
統
治
に
は

苦
心
を
払

っ
た
。寛
文
元
年

(
=ハ六一)
に
は
南
都
東
寺
林
町
光
林
院
の
寺
地
を
買
い
求
め
、周
囲
二
二
間
余
に
お
よ
ぶ
南
都
御
屋
敷

(静
絢
等

嫌
垠
姉
断
殆
の
)
を
建
て
て
い
る
(
「柳
生
家
中
目
録

野
殿
光
之
氏
蔵

」
)。

こ
こ
を
国
中
領
地
の
統
治
、
奈
良
町
寺
社
お
よ
び
奈
良
奉
行
所
と
の
連
絡
、
ま
た
大
坂

の
商
人
と
の
取
引
き
な
ど
の
拠
点
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

柳
生
藩
の
職
制
に
つ
い
て
は
、
初
期
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
幕
末
に
な
る
と
表
13
の
よ
う
に
、
江
戸
に
六
五
人
、
国
元
に
三
二
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柳生藩職制表(幕 末)表13

国元江戸

 

名職

}…

人

1

1

1

1

1

3

1

6

5

4

2

1

1

1

M

人

1

1

4

1
↓

ρ0

り
臼

4

FO

10

1

5

5

ユ

4

1

1

2

2

り
自

4

り
Q

　

　

　

　

　

　

　

　　
　

　

　

り

　

　

　

　

　

　

ま

　

　

　

鞴

習
讖

小
鬢

欄

徒
間
醐

年

年

年

用

奏

物

取

納

目

近

近

馬

馬

医

中

中

徒

徒

徒

使

中

中

65132

 

人
の
藩
士
が
詰
め
て
い
た
。
そ
こ
で
藩
で
は
国
元
の
手
薄
さ
を
補
う
た
め
、
中
世
地
侍
の
系
譜
を

引
く
家
を
選
ん
で
郷
士
に
取
り
立
て
、
彼
ら
を
支
配
機
構
の
末
端
に
位
置
づ
け
、
領
内
統
治
の
強

化
を
は
か
っ
た
。

寛
永
十
四
年

(
宍
三七
)
の
山
城
国
相
楽
郡
田
山

・
南
北
大
河
原
村
で
の

二
四
人

の
郷
士
取
り
立
て

(『玉
栄
拾
遺
』

・
「袖
隠
抄
」)
は
そ
の
例
で
あ
り
、

そ
の
後
、
大
和
領
分
で
も
山
辺
郡
南
柳
生
村

の
森
氏
、
嘉
幡
村
の
森
嶋
氏
な
ど
、
大
和
武
士
の
流
れ
を
く
む
農
民
も
郷
士
に
取
り
立
て
ら
れ
て

い
る
。

柳生領侍高並侍買得地高表 ユ4

引差侍買得高

 

高侍村 高

 

名村

石 才

414.55846

420.0000

534.17270

石 才

68.64830

石 才

64.15999

130.00000

78.69900

石 才

478.7ユ845

550.00000

681.52000

柳 生 村

田 山 村

北大河原村

柳生芳徳禅寺P袖 隠抄』、天理図書館 「柳生家御領分村々明細」か ら作成

 

柳
生
藩
の
領
内
支
配
は
、
大
和
領
分
の
山
辺
郡

・
添
上
郡

一
一
か
村
に
国
中
方
大
庄
屋
、
山
城
領
分

に
山
中
方
大
庄
屋
を
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
統
治
さ
せ
た
。
大
庄
屋
に
は
村
役
人
層
の
中
で
も
と
く
に
有
力
な
も
の
を
選
ん
で
任
命
し
た
。
国
中
方
大
庄
屋
は
山
辺
郡
上

之
庄
村
森
田
氏

・
嘉
幡
村
森
嶋
氏
、
山
中
方
大
庄
屋
は
山
城
国
相
楽
郡
高
尾
村
仲
田
氏
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
つ
と
め
て
い
る
。

ま
た
、
大
和
の
他
藩
で
は
あ
ま
り
例
を
み
な
い
も
の
と
し
て
、
村
高
の
う
ち
に
侍
高

・
侍
買
得
地
高
を
ふ
く
む
村
の
あ

っ
た
こ
と
で
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あ
る
。
表
14
は
各
村
の
そ
れ
ぞ
れ
の
侍
高

・
侍
買
得
地
高
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
侍
高
は

「
諸
役
免
除
」
と
さ
れ
、
侍
買
得
地
高

は

一
石
に
つ
い
て
米

一
升
の
年
貢
を
と
り
、
諸
役
は
百
姓
負
担
と
な

っ
て
い
た
。
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
地
方
知
行
制
の
名

残
り
で
も
あ
ろ
う
か
。大

坂
夏
の
陣

の
後
、
伊
勢

・
伊
賀

・
伊
予

・
下
総
四
か
国
の

内
で
三
二
万
三
〇
〇
〇
石
余
を
領
し
、
伊
勢
の
津
に
本
城
を

置
い
た
藤
堂
藩
は
、

元
和
五
年

(宍
一九)
七
月
紀
州
徳
川
家
の
成
立
に
あ
た
り
、

伊
勢
国
田
丸
領
を
上
知
し
、
替
わ
り
に
山
城

・
大
和
五
郡
の
内
五
万
石
を
得
る
こ

久居藩立藩後の城和領知関係表16
古
市
奉
行
所
と

藤
堂
藩
領
の
村
々

久 居藩 領津 本藩 領

領 知 阿村数領 知 高村数

 

郡CH3
[

石 合

798.844

2854.207

2835.330

209.488

27.410

6725.279

O

6725.279

 

違

5
1
-
亘

・
冨

石 合

8252.198

14472.316

7876.572

4612.841

0

35213.927

9923.485

45137.412

 

組
好

飢

u

o
爾

硲

燭

添上

山辺

十市

式上

広瀬

小計

大和

相楽山城

計合

(天理図書館寛延3年 「大和国高付限」および 『宗国史』

蔵)か ら作成、数字は完全には一致 しない

と
に
な

っ
た
o

こ
こ
に
廃

藩
置
県

に
い
た
る
ま
で
二

四
〇
年
間
つ
づ

い
た
藤
堂

表15元 和5年 城和知行高内訳

領 知 高村数

 

郡国

石

9451.042

17226.489

10717.300

27.410

37422.241

12292.698

49714.939

 

兇

必

26

三

99

勿

鵬

上

辺

市

瀬

添

山

十

広

小計

相楽

大和

山城

計合

元和5年 「御知行之郷帳 ・小物成帳」

(山中道子氏蔵)か ら作成、小物成高

は含まない

 

藩

の
城
和

(山
城
・大
和
)
支
配
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

城
和
領
五
万
石
の
内
訳
は
表
15
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ

の
後
、

承

応

二
年

C
1l;垂
)
十
二
月
と
明
暦
元
年

(宍
蠢
)
八
月
の
二
度
に
わ
た

っ
て
例
幣
使
料
と

の
替
地
が
あ
り
、
山
城
国
相
楽
郡
内
八
か
村
二
四
〇
〇
石
余
を
上
知
し
、
大
和

国
式
上

・
山
辺
両
郡
内

一
二
か
村
に
四
九
〇
〇
石
余
を
得

て
い
る
。
ま
た
、
寛

文
九
年

(ご
ハ究
)
九
月
に
は

三
代
藩
主
高
久
の
弟
高
通
に
五
万
石
の
分
知
が
あ

り
(獸
鋸
旛
か
瓶
録
幵
確
六)、

大
和
五
郡
の
内
か
ら
七
〇
〇
〇
石
余
が
同
藩
に
属
す
る

こ
と
に
な

っ
た
o
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第一章 奈良町の成立

城
和
領

の
支
配
は
、
伊
賀
上
野
城
代
の
も
と
に
あ

っ
た
城
和
奉
行
が
行
な

っ
た
。
城
和
奉
行
は
ま
た
大
和
奉
行

と
も
呼
ば
れ
、
城
和

領

成
立
当
初
か
ら
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
は
じ
め
伊
賀
上
野
に
在
勤
し
、
事
あ
る
た
び
に
城
和
領
に
出
向
い
て
民
政
に
あ
た

っ
て
い

た
が
、
延
宝
五
年

(一六七七)
八
月
に
な

っ
て
、
従
来

か
ら
城
和
領
支
配
の
拠
点
に
な

っ
て
い
た
ら
し
い
添
上
郡
古
市
村
(欟
ガ
滌
齦
)
に
城
和

奉

行
所
が
設
置
さ
れ
た
。
以
来
、
廃
藩
置
県
ま
で
の
二
〇
〇
年
間
、
城
和
奉
行
以
下
の
役
人
が
こ
こ
に
常
駐
し
、
城
和
領
五
万
石
の
統

治

に
あ
た

っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
久
居
藩
は
、
正
徳
三
年

(
一七ihl)
に
添
上
郡
和
尓
村
(槻
測
厥
掣

に
城
和
役
所
を
設
け
て
い
る
。

城
和
奉
行
に
は
、
元
和
五
年

(コ
ハ充
)
か
ら
廃
藩
置
県
ま
で
、
表
18
の
よ
う
に
三
六
人
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。
万
治
元
年

(一六五八
)
ま

で
は
二
人
役
、
以
後
宝
暦
年
間

(
一出
瓶
一ご
と
天
保
年
間

(一砥
院
ヨ
)
の

一
時
期
を
除
い
て

一
人
役
に
な

っ
て
い
た
。

一
〇
〇
〇
石
前
後
の

藤堂藩古市奉行所図(竹村弘氏蔵)

表17古 市奉行所職制

付属下僚定員共

手代2同 心13領 地手代
2物 書5

足軽13

手代4

定員

 

名職

-
亠

-
⊥

9
召

「⊥

1

3

城 和 奉 行

横 目 役

郡 奉 行

川見分代官兼
笠置舟手支配

郷目付兼川砂防
止并米蔵封付役

代 官

下僚39

手代6

9計

下 目付1

足軽1下 番4

下僚12

下僚51

 

n6

00

1
亠

ハ0

9
臼

行

方

役

役

・
配

屋
支

奉

味

付

陣
楙

都
山

郡

吟

目

郷

南
北

15

24

計

城

和

領

役

人

大
和
国
領
地
役
人

計総

『宗国史』から作成
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城 和 奉 行 歴 代表18

奉 行 名 就 任 年 度 退 任 年 度 備 考

石 田 清兵衛 元和5 寛永元 二人役

中小路五郎右衛門 元和5 寛永4

加 納 藤左衛門 寛永元 寛永9

中小路五郎右衛門 寛永4 万治元

石 崎 角太夫 寛永9 寛永ユ7

彦 坂 嘉兵衛 寛永17 慶安元

西 嶋 八兵衛 慶 安 元 ・9

{万治元 延 宝5.8.21 万治元年から一人役
玉 置 甚三郎 延 宝5.8.21 天 和3.3 津奉行へ
玉 置 七左衛門 天和3.3 元 禄6.1.13 津奉行へ
水 上 権大夫 元 禄6.1.13 元 禄12.3.4 伊賀奉行へ
葛 原 半大夫 元 禄12.3.4 宝永7.12。2 御側用人へ

真 川 求 馬 宝 永7.ユ2.2 享保元9.13 伊賀加判用人へ

栃 尾 源左衛門 享保元9.13 享保ユ8

柳 ㌧田 猪之助 享保18 寛保元5.19 病気退役

大 井 源太夫 寛保元5.19 延 享5.4.12 没

杉 立 治 平 延 享5.5.28 宝 暦2.4.25 伊賀奉行
安 並 左 仲 宝 暦2.4。25 宝暦6

伊 東 弥太夫 宝暦6 明和5。3.28 退役隠居
中尾五郎左衛門 宝暦6 宝暦13

安 並 左 仲 明 和5.3.28 安 永2.ユ1

杉 立 治 平 安永2.11 安永8
橋 本 右 平 安永8 天明4

神 田 作左衛門 天明4 天 明7.8.18

柚 原 半左衛門 天 明7.8.18 天明9.閏6

加 藤 六兵衛 天明9.閏6 寛政8.1 没
深井源太左衛門 寛 政8.1.7 文 化14.4

宮 部 杢 文 化14.4 文政6
安 波 忠兵衛 文政6 文政8 550石

渡 辺 高之助 文政8 天 保3.2 津加判奉行へ500石

葛 原 半太夫 天 保3.閏11.19 天 保5.12.15 伊賀加判奉行へ900石
柳 田 猪之介 天 保5.12.15 天 保9.7.1 900石

藤 堂 伊兵衛 天 保9.10.8 天 保12.7.8 御用人役 へ500石

野 崎 右 近 天保12 弘 化3.12.11

深井源太左衛門 弘 化3,1.22 元 治 元,3.6 隠居850石

平 井 杢右衛門 元治元3.7

柳 田 猪之介 慶 応4.閏4.26

r永保記事略』r庁 事類編』天理図書館蔵 天理市岩谷町山田家

文書 北椿尾 ・鹿野園両村の年貢免状から作成
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第一章 奈良町の成立

家
禄
を
持
つ
も
の
が
勤
め
、
伊
賀
上
野
城
付
で
は
最
上
位
に
属
す
る
職
の

一
つ
で
あ

っ
た
。
歴
代
の
奉
行
の
な
か
で
も
、
万
治
(沃
畑
㎝
)

～
延
宝
期

(
沃
朏
聾

に
在
任
し
た
西
嶋
八
兵
衛
は
名
奉
行
と
た
た
え
ら
れ
、
井
堰
の
改
修
や
新
田
開
発
な
ど
を
手
が
け
、
ま
た
、
城
和

領
を
く
ま
な
く
歩
き
、
領
民
に
勧
農
の
策
を
伝
え
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

一
面
で
は
年
貢
の
増
徴
を
可
能
に
す
る
わ
け
で
、

城
和
領
支
配
の
基
礎
を
つ
く

っ
た
こ
と
に
な
る
。

城
和
奉
行
所
の
機
構
は
、
当
初
は
ご
く
簡
単
な
も
の
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
次
第
に
整
備
さ
れ
、
近
世
中
期
ま
で
に
は
表
17
の

よ
う
な
職
制
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。

な
お
同
表
の
下
段
に
あ
る
領
地
役
人
は
、

元
文
三
年

(一耋
八)
に
奈
良
代
官
所
廃
止
後

の

幕
領
を
管
理
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
支
配
機
構
の
整
備
が
進
む

一
方
、
民
政
の
安
定
に
も
力
が

そ
そ
が
れ
た
。

無
足
人
制
度
が
そ
れ
で
あ
る
。

元
和
九
年

(=
ハゴ三)
領

内

か
ら
由
緒
あ
る
家
を
選
び

コ

副

の
甲
冑
、

一
根
の
長
槍
L
を
自
製

さ
せ
、
両
刀
を
帯
す
る
こ
と
を
許
し
、

「衆
戸
」
と
は
格
別
の
扱
い
を

受
け
る
も
の
と
し
て
、

こ
れ
を
無
足
人
と
呼
ん
だ
(御
靆

勘
縮
鉱
嬾
)。
他

藩
に
多
く
み
ら
れ
る
郷
士
制
度
と
同
様

の
も
の
で
あ
り
、
藤
堂
藩
の
場

合
、
こ
の
制
度
が
巧
妙

に
運
用
さ
れ
、
有
効
に
機
能
し
た
よ
う
で
、
近

世
を
通
じ
て
大
き
な
農
民
騒
動
が
領
内

に
起

こ
ら
な
か

っ
た
。
す
な
わ

ち
こ
れ
は
、
中
世
地
侍

の
系
譜
を
引
く
有
力
農
民
た
ち
を
懐
柔
す
る
政

策

に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
Q

城
和
領
無
足
人
は
、
当
初

の

一
二
人
か
ら
、
そ
の
後
増
加
を
つ
づ
け

表19城 和領無足人数の推移

合計

 

等
者
立
数

金
之

人

資
金

足

軍
献
取
無

等
者
立
数

姦

臥

村
精
取
無

由
者
立
数

等
之

人

筋
有

足

家
緒
取
無

大庄屋

組 名

43

58

29

41

39

24

35

29

21

24

17

5

0

12

4

13

9
倉

ρ0

0
0

17

4

4

20

13

古市組

白石組

庄屋敷組

桜井組

加茂組

笠置組

2341313766総 数

明治5年 「山城大和無足人取調帳」(山辺郡都祁村福田美代子氏蔵

から作成、組名は文政6年 をとった、本藩分だけである
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た
。
は
じ
め
は
由
緒
を
認
め
ら
れ
た
も
の
が
取
り

立
て
の
対
象
に
な
り
、

文
政
九
年

(天
二六)

ま
で

に
六
七
人
が
無
足
人
を
拝
命
し
て
い
る
が
、
や
が

て

「
村
役
等
精
勤
致
シ
候
者
」
や
幕
末
に
軍
用
金

な
ど
の
献
金
を
し
た
も
の
も
取
り
立

て

ら

れ

た

(匙
圸
囎
鍬
齣
呶
)。

そ
の
内
訳
は
表
19
の
と
お
り
で
、

明
治
初
年
に
は
合
わ
せ
て
二
三
四
人
が
無
足
人
を

拝
命
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
数
字
に
は
、
幕

末
ま
で
に
退
転
し
た
か
、
ま
た
は
何
ら
か
の
事
情

で
無
足
人
を
退
い
た
も
の
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

た
と
え
ば

古
市
組
で
は
、

寛
政
十

一
年

(
蕘

九)

に

一
三
人
で
あ

っ
た
が
(衙
蹠
齪
鰍
噛
)、
文
政
十

一
年

(
天
二八
)
に
は

そ
の
う
ち

四
人
が
退
き
(飜
轟

帳
」
)
、
明
治
初
年
度
に
は
新
た
に
三
五
人
の
取

り

立
て
が
あ

っ
た
(貼
紬
聡
鍬
齣
嚥
)。

そ
れ
故
、
近
世
を

通
じ
て
城
和
領
全
体
の
無
足
人
総
数
は
三
〇
〇
人

を
越
え
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
無
足
人
の

職
務
は
非
常
の
際

の
農
兵
的
役
割
と
、
日
常
の
村

幕 末 古 市 奉 行 所 役 職表20

考備

元治元3か ら

文久元12か ら

慶応元10か ら

元治元9か ら

郷 目附兼帯

慶応3.2か ら桜井郷 代官

慶応3.2か ら城和郷 代官

慶応4.3か ら白石郷代官

慶 応2.12か ら

慶 応3,6か ら

慶応2.9か ら

役料

312石

100石

ユ00石

25石

 

高禄名人名役

40俵

40俵

40俵

40俵

5俵

5俵

5俵

5俵

5俵

5俵

1,000石

350石

80石

200石

90石

150石

39石4人 扶持

30石3人 扶持

30石3人 扶持

30石3人 扶持

36石3人 扶持

23石3人 扶持

27石3人 扶持

16石3人 扶持

13石3人 扶持

10石格

21石3人 扶持

18石3人 扶持

1平井杢右衛門

米 村 半之進

黒 岩 万三郎

野崎久米三郎

中 根 益三郎

鈴 木 文之介

岡 田 槃 吉

山 中 吉 吾

栗本八郎左衛門

服部庄左衛門

井 上 直 蔵

岡 嶋 彦 六

石 崎 藤治郎

竹 村 千次郎

折 田 栄 蔵

広 瀬 佐久助

岡 田 亀久郎

森 八十吉

北 浦 茂 助

 

行

行

行

役

奉

奉

奉

味

L

吟

判

才

定

加

郡

銀

勘

銀札方勘定吟味役

郷 代.官

役定勘

加判奉行手附役

御 陵 番

上野市立図書館 ・都那村西針福田氏 ・室生村無山多山氏蔵の分限帳から作成
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方
の
治
安
維
持

で
あ
る
が
(騒
購
鬮
皷
コ懺
齣
繍
嗹
入
)、

幕
末
の

動
乱
の

中
で
彼
ら
は
大
き
な
働
き
を
み
せ
て
い
る
。

無
足
人
制
度
と
並
行
し
て
、
藤
堂
藩

で
は
民
政
安
定

の
た
め
に

城
和
領
を
い
く
つ
か
の
組
に
分
け
、
そ
の
う
ち
の
有
力
な
無
足
人

を
大
庄
屋
に
任
命
し
て
、
統
治
機
構

の
末
端
に
位
置
づ
け
る
と
い

う
制
度
を
と

っ
て
い
た
。
城
和
領
成
立
当
初
の
組
数
は
わ
か
ら
な

い
が
、

寛
文
四
年

(
ニハ六四)
に
は
、

古
市

・
礒
上

・
丹
波
市

・
味

間

・
桜
井

・
小
山
戸

・
深
川

・
当
之
尾

・
加
茂

・
笠
置

の

一
〇
組

力
置
か
れ
て
い
た

(伽
献
煎
由
勵
緻
齣
噸
)。

そ
の
後
、

大
庄
屋
の
没
落
な
ど
に
よ
っ
て
組
替
え
が
あ
り
、

文
政
十
年

(
穴
ご七)
に
は
、古
市

・
庄
屋
敷

・
桜
井

・
白
石

・
加
茂

・
笠
置
の
六
組
と
、
久
居
藩
領
分

と
し
て
和
尓

・
当
尾

・
木
之
本
の
三
組
が
お
か
れ

て
い
た
(鮎
轍
痢
憮
齪
鰍
槻
則
)。
通
常
組
間
の
村
の
移
動

は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
大
庄
屋
が
退
役
す
る
際
、
組

の
再
編
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
。

各
大
庄
屋
組
に
属
す
る
村
数
は
、

文

政

六

年

(天
ご三)
の
場
合
表
21
の
と
お
り
で
あ

っ
た
。

現

表21大 庄屋組村数

奈良市域
村 数

組 内
総村数

 

組

24

6

0

0

0

10

24

44

19

33

13

15

古 市 組

白 石 組

庄屋敷組

桜 井 組

加 茂 組

笠 置 組

40148

 

計

o

c+　

o

5

16

11

木之本組

当 尾 組

和 尓 組

c
n32

 

計

本

藩

分

冖
久
居

藩
分

43180

第一章 奈良町の成立

計

明治3年

無足人

19

総

5

1

0

2

0

0

0

1

0

0

0

3

1

1

1

0
文政6年 「領内村 雨々之願状」(室生村無山、

多山氏蔵)か ら作成、村数には異動がある

表22古 市組村h戸 数人 口

r宗 国 史』

家数

軒

239

69

46

13

59

17

ユ8

61

50

4

71

24

33

32

15

40

34

無足人人 口家数講
c　

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

T‐
+

o

2

0

襴

跚

蜘

41

謝

86

80

鰯

刪

23

謝

m

齠

23

齠

麗

㎜

車

⑳

65

胛

爲

銘

20

B

68

47

4

80

27

34

8

31

28

35

市

園

嶋

蔵

尾

尾

寺

谷

畑

伏

原

坪

荷

上

下

原

庄

川

空

椿

椿

隆

田

笠

笠

田

ノ

野

古

鹿

八

虚

北

南

興

米

中

鉢

矢

鉢

茗

日

日

南

中

須
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奈
良
市
市
域
の
村
々
が
属
し
た
組
は
本
藩
分
で
古
市

・
白
石

・
笠
置
の
三
組
で
あ
り
、
久
居
藩
分
で
当
尾
組
が
あ

っ
た
。
半
数
以
上
が

属

し
て
い
た
古
市
組
は
、
古
市
村
の
広
瀬
佐
次
右
衛
門
家
が
幕
末
ま
で
大
庄
屋
を

つ
と
め
て
い
た
。

最
後

に
、
古
市
組
村

々
の
概
況
を
示
せ
ば
表
22
の
と
お
り
で
あ
る
。

大
和
郡
山
城
は
、
筒
井
順
慶
築
城
に
か
か
る
古
城
を
、
そ
の
後
豊
臣
秀
長

・
増
田
長
盛
ら
が
増
築
改
修
を
重
ね
、

現
在

の
城
構
え
に
な

っ
た
と
い
わ
れ
る
(臨
螂
馳
)。

そ
の
後
、
関
ケ

原

の
戦

い
に
よ

っ
て
増
田
長
盛
が
没
落
し
、

一
時
廃
城
に
な

っ
て
い
た
が
、
大
坂
夏
の

陣
直
後

の
元
和
元
年

(
宍
一五)
八
月
、

水
野
日
向
守
勝
成
が

三
河
国
刈
屋
か
ら
入
部
し

て
、
以
来
廃
藩
置
県
ま
で
つ
づ
く
大
和
郡
山
藩
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

水
野
勝
成
に
つ
い
で
、
表
23
の
と
お
り
松
平
下
総
守
忠
明
、
本
多
内
記
政
勝
ら
徳
川

譜
代
の
重
臣
家

の
者
が
城
主
と
な
り
、
大
和
最
大
の
藩
城
と
し
て
、
京

・
大
坂
に
近
い

枢
要
の
地
を
守
り
つ
づ
け
た
の
で
あ

っ
た
。

水
野
氏
以
後
、

享
保
八
年

(
一七二三
)
改
易

に
な

っ
た
本
多
氏
ま
で
は
在
職
期
間
が
短
く
、
藩
政
記
録
な
ど
が
あ
ま
り
残
さ
れ
て
い

な

い
た
め
、
藩
の
職
制
や
機
能
、
ま
た
民
政
な
ど
の
細
部
ま
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

た
だ

こ
の
期
間
に
注
目
す
べ
き
施
策
と
し
て
、
領
知
の
二
割
半
無
地
増
高
が
行
な
わ
れ

て
い
る
。

こ
の
政
策
は
、
領
内
村

々
の
文
禄
検
地
高
(翫
璃
規
)を
、

耕
地
面
積
増
加
の
裏
付
け
な

し
に

一
率
二
割
五
分
増
し
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

寛
永
六
年

(
一杢
九
)
松
平
下
総
守

時

代

に
始
め
ら
れ
た
と
い
う
説
が
有
力
で
あ
る
が

譱
数
畿
鯨
計
駄
年
)
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当

郡

山

藩

の

農

村

支

配

大和郡山藩主の変遷表23

奈良市
域村数

村

領知高期間

 

主
数

藩
代

立藩 年度初 代 藩 主

14

27

26

　

　

.
　

.　

28

石

X111!

120000

150000

:11!1

120000

150000

年

4

20

40

6

38

147

 

代
-
漏

1

3

可⊥

庁D

ρ0

元和 元7.9

元 和5.10

寛 永16.3.3

延 宝7.6.26

貞 享2.9.15

享 保9.3.11

水野日向守勝成

松平下総守忠明

本多 内記 政勝

松平日向守信之

本多下野守忠平

柳沢美濃守吉里

『寛政重修諸家譜』 『郡山町史』から作成、領知高は端数をのぞいてある
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r

初
は
夫
米
(縅
姫
碩
瀰
のの
↑
影
礁
訟
同吠
儼
齔
罅
曜
猟
粘
蛎
縄
繃
獣
励
旛
勧
⑭
曜
竺

の
部
分
だ
け
の
二
五
警
増
し
に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
が
、
寛
文
年

間

(一六
は
レ
ニ
)
以
来
本
高
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
、

こ
れ
は
幕
藩
制
初
期
以
来

の
農
業
生
産
力

の
上
昇

に
対
応
し
た
年
貢
増

徴
政
策
の

一
つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
水
野
氏
以
来
藩
主
の
変
動
が
は
げ
し
か
っ
た
大
和
郡
山
藩
も
、

享
保
九
年

(一七二四)
三
月
、

柳
沢
吉
里

(畑
玳
鏘
幃
欄
酷
論
搬
のの
弸
用
)

の
入
部
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
安
定
を
み
せ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
甲
斐
国
か
ら
移
封
さ
れ
た
吉
里
は
、
大
和

・
河
内

・
近
江

・
伊
勢
四

か
国
の
内
に
合
わ
せ
て

一
五
万
石
余
を
与
え
ら
れ

(そ
の
後
、
享
和
元
年
天
9
十
月
に
は
伊
勢
領
分
を
上
知
し
、
替
わ
り
に
大
和
・

河
内
両
国
の
内
に
一万
四
千
石
余
を
得
た
。
こ
の
新
領
を
御
代
知
と
呼
ん
だ

)
、

郡
山
藩
柳
沢
氏
の

祖
に

第一章 奈良町の成立

な

っ
た
の
で
あ
る
。
柳
沢
氏
の
領
知

の
内
訳
は
表
24
の
と
お

り

で
あ

る

が
、
本
領
の
う
ち
添
下
郡
二
三
か
村

と
御
代
知
の
う
ち
添
上
郡
内
五
か
村

が
現
奈
良
市
域
に
属
し
て
い
る
。

柳
沢
氏
は
、

こ
れ
ら
の
領
知
の
民

政
の
た
め
に
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
職
制

を
し
い
た
。
ま
ず
民
政
の
責
任
者
と

し
て
郡
代
を
お
き
、
そ
の
下
に
東

・

中

・
西
の
三

代

官

(三
年
代
官
)
を

設
け
た
。
入
部
直
後
の
享

保

九

年

(一七二四)
に
は
、
戸
倉
徳
之
進
(東
)、

表24柳 沢氏領知高国郡別内訳(享 和元年以降)

御 代 知

 

領本

高(単位石)

6689.098

630.502

284.721

169.036

4318.040

ユ434.008

18ユ.586

村数高(単位石)村数

 

郡

17

2

1

1

11

5

1

23653.190

7104.190

12833.778

18054.366

3140.438

ユ4091.250

 

38

24

23

33

9

21

添上

添下

平群

広瀬

葛下

十市

式下

 

里

大

和

13706.9913878877.212148小 計

956.7195

 

2

1250.000

 

4良

江

讃

若

河

内

956.7195

 

250.000

 

4小 計

一ユ8174.791

ユ0679。345

6ユ73.431

7743.289

15349.550

 

31

22

13

13

27

高嶋

浅井

坂田

神崎

蒲生

 

近

江

O058120.406106

14663.710540138247.618258

小 計

合 計

村数および村高は明治3年 「和州・河州・江州郡山藩管轄村 高々

覚」(天 理図書館蔵)か らとった
一部村数や高に領知判物と一致 しない場合がある
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佐
藤
政
右
衛
門

(中
)
、

竹
尾
吉
左
衛
門

(西
)
が
そ
れ
ぞ
れ

任

命

さ
れ
て
い
る
(
「鉦
解
齢
哨
)。
さ
ら
に
代
官
の
下
に
幕
初
以
来
の
郡
山
藩

代

々
の
施
策
を
引
き

つ
い
で
大
庄
屋
を
お
い
だ
。
領
内
の
村

々
を

一

〇
数
か
村
単
位
ご
と
に

一
組
と
し
、
組
内
の
有
力
農
民
に
管
理
を
ゆ

だ
ね
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
組
内
各
村
の
庄
屋
の
上
に
立

っ
て

藩
の
諸
施
策
を
村

々
に
伝
え
、
各
村
か
ら
藩
庁
あ
て
の
諸
願
書
の
取

り
つ
ぎ
な
ど
を
し
た
。

い
わ
ぽ
、
民
政
担
当
の
最
前
線
に
立

つ
職
で

あ

っ
た
。

表25本 多下野守時代郡山藩

大庄屋組名

大 庄 屋

 

名組

　

衛

衛

門

衛

門

衛

郎

衛

門

門

衛

兵

兵

衛

兵

衛

兵

三

兵

衛

衛

兵

勘

小

右

平

右

弥

庄

孫

左

右

弥

善

半

孫

仁

村

川

師

神

山

村

松

村

崎

川

く

仲

吉

中

五

大

小

中

冨

植

吉

中

市 場 組

磯 壁 組

上 里 組

櫟 原 組

矢 田 組

三 碓 組

柳 町 組

結 崎 組

八 百 組

寺 戸 組

七 条 組

下 永 組

「郡山御領分大庄屋并小庄屋衆名寄」

(小山田晟氏蔵)か ら作成
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大
庄
屋
は
社
会
経
済
的
な
変
動
に
伴
い
、
時
に
よ

っ
て
交
代
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴

っ
て
所
属
の
村

々
の
組
替
え
が
あ

っ
た
。
本
多
下

表26文 政3年 郡山藩大庄屋組

肩

現奈良市域村 数

添上弊 曙
村数

 

名組

0

12

0

0

0

0

11

0

0

0

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

13

16

16

13

13

15

B

蔦

15

12

組

組

組

組

組

組

組

組

組

組

馬
木
畑
轟

柳

田

寺
甌

但

椎

菜

磯

南

小

高

辻

古

今

0

り
臼

　

o

18

25

添上郡御代知

南 御 代知

25

 

5189

 

計

「拾ケ組村 并々御代知村 覚々」(天 理図書館

蔵)か ら作成した

村数は必ずしも領知判物の村数とは一致 しな

い

野
守
時
代

(元
禄
年
間
)
の
大
庄
屋
組
の

一
例
を
あ
げ
れ
ば
、

表
25
の
と
お
り
で
あ
り
、
現
奈
良
市
域
に
は
三
碓
組

(瞰
荘

鞴
翻
徹
醂
)
・
七
条
組
(大
庄
屋
七
条
村

吉
崎
仁
右
衛
門
)な
ど
が
あ

っ
た
。

柳
沢
氏

時
代
に
も
た
び
た
び
組
替
え
が
あ
り
、
安
定
し
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
が
、
文
政
三
年

(一益
δ
)
の
大
庄
屋
組

と

組

内
の
村
数
を
示
し
た
も
の
が
表
26
で
あ
る
。

こ
の
時
期
に

は
今
の
奈
良
市
域
の
村
か
ら
は
大
庄
屋
が
任
命
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
、
添
下
郡
二
三
か
村
は
椎
木
組

・
高
田
組
に
、

御
代
知
の
う
ち
添
上
郡
五
か
村
は
添

上
郡
御
代
知
組
に
、
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表27享 保9年 「郷鑑」Y'み える郡山藩 領奈 良市域村hの 概況

村名

大 向

小和田

石 堂

木 嶋

三 碓

二 名

中 山

本 郷

山 陵

歌 姫

常福寺

門 外

超昇寺

西大寺

宝 来

平 松

横 領

興福寺

斎音寺

五 条

六 条

七 条

村 高

石

355.345

332.612

264.686

262.745

843.000

1189.038

665.538

203.097

494.271

373.640

373.925

208.505

685.159

739.481

616.763

95.092

627.375

443.475

1293.030

406.750

931.000

919.113

家 数

7

35

39

37

23

100

1ユ7

ユ02

9

90

56

87

25

28

82

102

3

13

20

152

42

102

81

人 数

コ

169

177

190

81

477

565

487

43

385

282

428

109

110

335

470

9

91

38

668

197

448

409

寺

つ⊥

り
自

り
々

O

り
御

4

り
0

　

　

3

1

1

0

2

2

1

0

1

ー

ユ

2

5

く

く

商 人神 社

コ

11

011

11

1i1

111

311

214

()0

212

111

114

110

110

114

113

C)0

115

210

142

011

513

212

職 人

7

1

0

0

1

1

7

3

0

0

0

1

0

1

0

3

0

0

0

8

8

3

3

圃 郷
人

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

3

0

0

蔵

坪

18

16

21

21

有

間 間
5×10

4×8

有

間 間
7.5×2.5

9× ユ0

3.5x6.5

無

間 尺 間 尺
84×44

5.5×6

8×7

無

有

間 間
2×2.5

坪
24

有

聞 間
7×2.5

9×9

牛 数

頭

13

12

12

4

28

20

21

4

11

25

12

4

5

8

9

0

2

4

12

5

23

11

ま
た
添
下
郡
二
か
村

(嫻
舗
韆
)
は
南
御
代
知
に
属
し
て
い
た
。

最
後
に
柳
沢
氏
入
部
当
時
の
現
奈
良
市
域
の
郡
山
藩
領
村
々
の
村
況
を
表
27
に
よ

っ
て
示
し
て
お
く
。

「郷鑑」(柳 沢文庫複写本)か ら作成
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現
奈
良
市
域
に
は
、
柳
生

・
藤
堂

・
郡
山
各
藩
領
に
含
ま
れ
な
い
村
々
も
た
く
さ
ん
あ

っ
た
。
興
福
寺

・
春
日
社

領
な
ど
の
寺
社
領
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
旗
本
領
お
よ
び
幕
領

に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お

こ
う
o

す
な
み

現
奈
良
市
域
に
含
ま
れ
る
旗
本
領
は
、
富
雄
地
区
に
角
南
氏
領
が
あ

っ
た
。
角
南
氏
は
備
前
国
の
地
侍
で
、
宇
喜
多
秀
家
に
属
し
て

い
た
が
、
慶
長
九
年

(宍
〇四)
家
康
に
つ
か
え
る
こ
と
に
な
り
、

重
勝
の
と
き
添
下
郡
中
村
の
内
に

一
〇
〇
〇
石
を
与
え
ら
れ
た
。

は

じ
め
陣
屋
を
構
え
、
代
官
を
派
遣
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
が

(畆
蠣
饕

、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

そ
の
後
、
中
村

(眦
雑
紳
繃
似
碕
嘛
沐
か
鰰
か
脇
特

そ

の

他

の

領

主

の

村

々

90

表28旗 本石河氏領大和領分内訳

備 考

北新村332.055が 分村
分村後は547.245の 村高

南新村244.720が 分村分村後
は366.190の 村高

万治2年 以後石河分家領

 

高村

石 合

ユ37.855

...1

191.770

879.300

237.150

55.035

610.910

村 名

西大寺

野 神

青 野

菅 原

疋 田

宝 来

平 松

2200.000

 

計

第一章 奈良町の成立

所 領 図

鮒
齢
鮪
)
の
有
力
農
民
層

の
内
か
ら

代
官
の
取
り
立
て

を
行
な
い
、
彼
ら
に
領
知
支
配

を
ゆ
だ
ね
た
。
幕
末

に
は
、
大
植

・
青
井
両
氏
が
代
官
を
勤
め
て
い
た
。

い
し

こ

ま
た
、伏
見
地
区
に
は
旗
本
石
河
氏
領
が
あ

っ
た
。

石
河
氏
は
美
濃
国
の
出
身
で
、
は
じ
め
豊
臣
家
に
つ

か
え
て
い
た
が
、
関

ケ
原
の
戦

い
に
は
徳
川
氏
に
属

し
た
の
で
、
戦
後
二
〇
〇
〇
石
を
与
え
ら
れ
た
。
そ

の
後
、
寛
永
二
年

(宍
二五)
に
大
和

・
摂
津

・
近
江

三
か
国
の
内
に
五
〇
二
〇
石
余

を
与
え
ら
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
。
大
和
領
分

の
内
訳

は
表
28
の
と
お
り
で

あ
り
、
菅
原
村
の
吉
松
氏

・
疋
田
村

の
上
村
氏
な
ど

が
大
庄
屋
と
し
て
民
政
に
あ
た

っ
た
よ

う

で
あ

る

が
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な

い
。

佐
紀

・
平
城
地
区
に
は
旗
本
堀
田
氏
領
が
本
郷
村

(秋
篠
村
)
に
あ

っ
た
。
堀
田

一
継
は
、

は
じ
め
織
田
信
長
に

つ
か
え
た
が
、

の

ち
豊
臣
秀
吉

に
臣
従
し
、
秀
吉
没
後
家
康
に
つ
か
え
て
い
る
。
関

ケ
原
の
戦

い
に
功
績
が
あ
り
、
戦
後
近
江

・
大
和
の
内
に
三
〇
〇
〇

石
を
得
て
い
る
。
ま
た
超
昇
寺
村
(髄
泄
掬
鷸
鼾
趨
哢
爵
随
横
瀰
姫
蟐
礪
塒
柚
納
册
か
禰
嬾
昇
)の
内
に
旗
本
の
森

・
三
好
両
氏
の
領
地
が
あ

っ
た
。
こ
の
う

ち
、
三
好
助
九
郎
領
が
新
超
昇
寺
村
(桶
上
)と
な
り
、
三
好
越
後
守
領
が
古
超
昇
寺
村
(櫃
畑
)に
な

っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
添
上
郡
中

ノ
川
村

に
は
能
楽
者
金
春

・
大
蔵
氏

の
所
領
が
あ
り
、
園
田
村
の
う
ち
二
二
石
余
が
小
泉
藩
領
に
属
し
て
い
た
。
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現
奈
良
市
域
に
は
、

幕
府
の
直
轄
領
も
た
く
さ
ん
あ
り
、

天
領
と
も
幕
領
と
も
い
っ
た
。

は
じ
め
奈
良
奉
行
所
が

支
配
し
て
い
た

が
、

寛
文
四
年

(
一六六四)
か
ら

奈
良
代
官
所
の
手
に
移
り
、

奈
良
回
り
八
か
村
と

呼
ば
れ
た
奈
良
町
周
辺
の
八
か
村
も
、

元
禄
四
年

(
一莞
一)
に
は
代
官
所
支
配
に
な

っ
て
い
る
。

奈
良
市
域
の
幕
領
は
、

こ
の
奈
良
回
り
八
か
村
を
含
め
て
、
近
世
中
期
に
は
三
〇
か
村

も
あ
り
、

元
文
二
年

(
一七三七
)
奈
良
代
官
所
廃
止
後
は
、

藤
堂

・
郡
山

・
高
取
各
藩
の
預
り
支
配
に
組
み
込
ま
れ

た
。
ま
た
添
下
郡
二

か
村
と
添
上
郡
の
五
か
村
は
享
和
元
年

(
穴
9
)
以
後
郡
山
藩
領
に
組
み
込
ま
れ
た
。

現
奈
良
市
域
の
領
主
関
係
と
そ
の
石
高
は
、

巻

末
の
付
表
5
に
表
示
し
た
。
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